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（
立
入
り
の
防
止
）

第
二
条

試
掘
場
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
試
掘
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
は
、
構
内
に
公
衆

が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
周
囲
の
状
況
に
よ
り
公
衆
が

立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
安
通
信
設
備
）

第
三
条

試
掘
場
に
は
、
緊
急
時
に
迅
速
な
通
信
を
確
保
す
る
た
め
、
適
切
な
通
信
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
保
安
距
離
）

第
四
条

坑
井
か
ら
の
ガ
ス
等
が
噴
出
し
た
場
合
の
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
坑
井
の
坑
口
か
ら
住
宅
、

学
校
、
病
院
そ
の
他
の
施
設
に
対
し
適
切
な
距
離
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

貯
留
等
工
作
物
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

貯
留
等
工
作
物
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
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（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
以
下「
法
」と
い
う
。）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
掘
削
用
機
械
」
と
は
、
土
地
の
掘
削
の
用
に
供
す
る
貯
留
等
工
作
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
構
造
物
、
基

礎
、
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
か
ら
な
る
も
の
を
い
う
。

イ

や
ぐ
ら
（
掘
管
そ
の
他
の
坑
井
を
掘
進
す
る
た
め
の
設
備
（
以
下
「
掘
管
等
」
と
い
う
。）を
支
持
す
る
構
造

物
及
び
基
礎
を
い
う
。）

ロ

巻
揚
機
（
掘
管
等
を
つ
り
上
げ
、
又
は
つ
り
下
げ
る
た
め
の
ロ
ー
プ
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
条
第
二
項
に

お
い
て
「
巻
揚
用
ロ
ー
プ
」
と
い
う
。）を
巻
き
上
げ
、
又
は
巻
き
下
ろ
す
た
め
の
設
備
を
い
う
。）

ハ

ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
等
（
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク（
巻
揚
用
ロ
ー
プ
に
よ
り
ク
ラ
ウ
ン
ブ
ロ
ッ
ク（
や

ぐ
ら
の
上
部
に
設
置
さ
れ
、
巻
揚
用
ロ
ー
プ
に
よ
り
巻
揚
機
と
接
続
さ
れ
る
定
置
式
の
滑
車
を
い
う
。
第
六
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
り
上
げ
ら
れ
る
移
動
式
の
滑
車
を
い
う
。
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）、

フ
ッ
ク
そ
の
他
の
掘
管
等
を
つ
り
上
げ
る
た
め
の
設
備
を
い
う
。）

ニ

泥
水
循
環
設
備
（
泥
水
を
循
環
さ
せ
る
た
め
の
ポ
ン
プ
並
び
に
そ
の
ポ
ン
プ
と
一
体
と
な
っ
て
泥
水
循
環
の

用
に
供
さ
れ
る
ロ
ー
タ
リ
ー
ホ
ー
ス
（
掘
管
等
の
上
部
に
接
続
さ
れ
、
坑
井
内
部
へ
送
る
泥
水
を
通
ず
る
ホ
ー

ス
を
い
う
。
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
タ
ン
ク
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
総
合

体
を
い
う
。）

ホ

噴
出
防
止
設
備
（
土
地
の
掘
削
の
作
業
に
お
い
て
、坑
井
か
ら
ガ
ス
等
の
噴
出
す
る
お
そ
れ
が
多
い
と
き
に
、

地
層
か
ら
の
流
体
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
に
坑
口
の
上
に
設
置
す
る
装
置
及
び
当
該
装
置
と
一
体
と
な
っ
て

坑
井
内
部
の
圧
力
制
御
を
行
う
た
め
の
設
備
の
総
合
体
を
い
う
。）

二

「
火
薬
類
取
扱
所
」
と
は
、
試
掘
の
用
に
供
す
る
火
薬
類
を
存
置
す
る
た
め
に
設
け
る
建
物
を
い
う
。
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第
二
章

掘
削
用
機
械

（
や
ぐ
ら
）

第
五
条

や
ぐ
ら
の
基
礎
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
総
荷
重
を
支
持
し
、
予
想
さ
れ
る
風
圧
に
よ
る
や
ぐ
ら
の
倒
壊
を
防

止
す
る
支
持
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

や
ぐ
ら
の
脚
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
静
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

３

や
ぐ
ら
に
控
綱
を
設
け
る
と
き
は
、
予
想
さ
れ
る
風
圧
及
び
振
動
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
ロ
ー
プ
及
び
埋
ブ

ロ
ッ
ク
を
使
用
し
、
か
つ
、
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
適
切
な
数
の
控
綱
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
巻
揚
機
）

第
六
条

巻
揚
機
の
巻
揚
能
力
は
、
最
大
総
荷
重
に
対
し
て
適
切
な
も
の
と
す
る
。

２

巻
揚
用
ロ
ー
プ
は
、
巻
揚
機
と
ク
ラ
ウ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
と
を
接
続
す
る
部
分
に
作
用
す
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

３

巻
揚
機
の
ブ
レ
ー
キ
は
、
確
実
に
運
転
を
停
止
し
、
か
つ
、
保
持
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

巻
揚
機
の
動
力
の
非
常
遮
断
装
置
は
、
適
切
な
箇
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
等
）

第
七
条

ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
ロ
ー
プ
の
接
触
そ
の
他
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
、
ロ
ー
プ
の
通
る
孔
を

空
け
た
金
属
被
覆
の
設
置
そ
の
他
の
保
護
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

フ
ッ
ク
に
は
、
設
備
が
外
れ
な
い
た
め
の
適
切
な
安
全
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

３

ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
等
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
泥
水
循
環
設
備
）

第
八
条

泥
水
循
環
設
備
の
ポ
ン
プ
の
う
ち
、
過
圧
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
圧
力
計
及
び
安
全
弁
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

泥
水
循
環
設
備
の
高
圧
ガ
ス
製
造
設
備
は
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十

三
号
）
第
十
三
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
装
置
（
設
計
圧
力
を
超
え
る
圧
力
に
な
ら
な
い
構
造
の
も
の
に
限

る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
り
高
圧
ガ
ス
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
保

安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。）を
製
造
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

３

泥
水
循
環
設
備
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ホ
ー
ス
は
、
泥
水
の
最
高
使
用
圧
力
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。

４

泥
水
循
環
設
備
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ホ
ー
ス
は
、
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

５

泥
水
循
環
設
備
の
タ
ン
ク
に
は
、
掘
削
作
業
中
に
お
け
る
逸
泥
そ
の
他
の
異
常
事
態
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
、

泥
水
循
環
用
タ
ン
ク
内
の
泥
水
量
の
異
常
な
増
減
を
直
ち
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
適
切
な
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
す
る
。

（
噴
出
防
止
設
備
）

第
九
条

噴
出
防
止
設
備
の
高
圧
ガ
ス
製
造
設
備
は
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
十
三
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
規
定

す
る
装
置
に
よ
り
高
圧
ガ
ス
を
製
造
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
令
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及

び
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ロ
ー
プ
等
）

第
十
条

ロ
ー
プ
は
、
塗
金
、
塗
油
そ
の
他
の
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

２

掘
削
用
機
械
に
は
、
巻
揚
機
の
つ
り
上
げ
荷
重
そ
の
他
の
荷
重
を
測
定
す
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
す
る
。

３

掘
削
用
機
械
に
設
備
を
つ
り
下
げ
た
状
態
に
お
け
る
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
の
お
も
り
を
取
り
付
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
作
業
に
支
障
の
な
い
位
置
に
設
け
、
か
つ
、
適
切
な
保
護
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
章

火
薬
類
取
扱
所
等

第
十
一
条

火
薬
類
取
扱
所
は
、
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
五
十

二
条
第
三
項
（
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
除
く
。）の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

２

火
薬
類
を
収
納
す
る
容
器
は
、
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
一
月
十
八
日
）か
ら
施
行
す
る
。




